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「内部統制システム構築に係る基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

当社は「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）および「会社法施行規則等の

一部を改正する省令」（平成 27 年法務省令第 6号）が平成 27 年 5 月 1日に施行されたことを踏

まえ、平成 27 年 5 月 21 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築に係る基本方針」

の内容の一部改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
 
 内部統制システム構築に係る基本方針 
 
１． 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する 

ための体制 

コンプライアンスの実効性をあげるため、必要に応じて社内規程、マニュアル等を制定及び改

定し、規範や行動基準を明確にしたうえで、その推進を図る。また、職務の執行状況を把握し、

適法性を確保するために監査部を設置し、内部監査を実施する。 

 

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び子会社の取締役等の 

  職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

取締役の職務執行に関する情報を取締役会議事録及び稟議書等で記録し、会社規程の定めに従

い、その取扱いを行う。 

また、子会社についても、関係会社管理規程により、当社の取締役会に提出し承認を得るべき

もの、当社の管理部署に報告すべき事項を定める。 

 

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

危機管理規程に基づき取扱い、さらに必要に応じマニュアルの作成、運用、改定ならびに研修

を行う。 

なお、全社的なリスク管理は総務部が統括し、各部門の担当業務に係るリスク管理は当該部門

が行う。 

 

 



４．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社及び子会社の経営等に関する重要事項については、法令及び定款の定めるところに従って、

毎月１回及び必要に応じて適宜取締役会を開催し、必要かつ適正な協議・審議を行い、慎重に

決定する。さらに、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、原則的に毎週１回、経

営会議と経営連絡会を開催する。 

 

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

毎月子会社各社から営業内容の定期的な報告と重要事項の事前協議を実施する。また、当社の

監査部が必要に応じて子会社全体の内部監査を実施する。 

 

６．監査等委員会及び子会社監査役の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、並びに

当該取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員を除く）からの独立性及び当該取締役及び使用

人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

監査等委員会のスタッフの人事については、監査等委員会と取締役が意見交換を行い決定する。 

また、当該スタッフについて、監査等委員会で定める「内部統制システムに係る監査の実施基

準」により、スタッフの員数、専門性が欠けている、当該スタッフへの指揮命令権が不当に制

限されている、当該スタッフの人事異動・人事評価・懲戒処分に対して監査等委員会に同意権

が付与されていない場合には、監査等委員会が代表取締役等または取締役会に対して必要な申

請を行うことができる。 

 

7．当社及び子会社の取締役及び使用人の監査等委員会への報告に関する体制、並びに子会社の

監査役が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の子会社の監査役への報告に関する

体制、並びに当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制 

取締役は、会社に重大な影響を及ぼす恐れがある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員ま

たは子会社の監査役に報告する。また、取締役、執行役員、担当社員は監査等委員会の要求に

応じて監査等委員会に出席し、必要な資料を添えて報告する。 

また、監査等委員会で定めている「内部統制システムに係る監査の実施基準」の監査等委員報

告体制により、問題となる事情がある場合は、監査等委員会が代表取締役等または取締役会に

対して必要な申請を行う。 

「内部通報規程」に基づき、当社および子会社の使用人は通報窓口に通報・相談することができ

る。また、その内容が法令・定款違反等の恐れのある場合は、内部通報窓口は監査等委員会へ

報告する。なお、内部通報窓口に通報した者が不当な取扱いを受けないよう規定するとともに、

運用の徹底を図る。 

 

8.  監査等委員会及び子会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続

その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査等委員会および監査等委員並びに子会社の監査役は、その職務の執行に必要な費用を会社に対し

て請求することができる。 

 



 

9．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査等委員会及び子会社の監査役は、当社の会計監査人である千葉第一監査法人から会計監査内容

について説明を受けるとともに、必要に応じて弁護士、会計士等から助言を受けることができる。 

 

 

10．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制 

当社グループは、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、

不当な要求に対しては、毅然とした態度でこれを拒絶し、法的手段によりこれを解決する。 

反社会的勢力排除に向けた体制としては、総務部を対応部署とし、事案により関係部署と協議のうえ、対

応する。また、警察・暴力追放センター及び弁護士等の外部専門機関と、情報交換や各種研修への参加

等により連携を強化する。 

 

 

 
 

以 上 


